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令和3年3月第16回黒潮町議会定例会 

議事日程第２号 

令和3年3月8日 9時00分 開議 

日程第１ 議案第71号から第108号まで 

     （質疑・委員会付託） 
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議 事 の 経 過 

令和3年3月8日 

午前9時00分 開会 

議長（小松孝年君） 

おはようございます。 

これから、本日の会議を開きます。 

これより、日程に従い会議を進めますので、よろしくお願い致します。 

日程第1、議案第71号、黒潮町議会議員及び黒潮町長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営

に関する条例の制定についてから、議案第108号、黒潮町建設計画の変更についてまでを一括議題としま

す。 

これから質疑を行います。 

初めに、議案第71号、黒潮町議会議員及び黒潮町長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に

関する条例の制定についての質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第71号の質疑を終わります。 

次に、議案第72号、黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に

ついての質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第72号の質疑を終わります。 

次に、議案第73号、黒潮町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第73号の質疑を終わります。 

次に、議案第74号、黒潮町国民健康保険条例の一部を改正する条例についての質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第74号の質疑を終わります。 

次に、議案第75号、黒潮町介護保険条例の一部を改正する条例についての質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第75号の質疑を終わります。 

次に、議案第76号、黒潮町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例等の一部を改正する条例についての質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第76号の質疑を終わります。 
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次に、議案第77号、黒潮町農林業基盤整備用機械施設の設置及び管理運営に関する条例の一部を改正す

る条例についての質疑はありませんか。 

中島君。 

13番（中島一郎君） 

おはようございます。 

ちょっとお聞き致しますが、この施設は黒潮不破原の439番地26の施設だと思いますが、機械施設とい

うことになっていますが。 

この第7条の2、これ使用料ですけれども、機械施設の格納庫1戸、月当たり2,600円うんぬんという

とこがありますが、これ現地の施設を見せていただいたときに、3 つに分かれてるようにシャッターがあ

って見えるんですが、あの施設全体で2,600円なのか。 

例えば、その中の格納庫が3つに分かれているから、その1つが2,600円でそれが3戸あるのか。 

ちょっとそのへんの説明をお願い致します。 

議長（小松孝年君） 

海洋森林課長。 

海洋森林課長（土居雄人君） 

中島議員の質問にお答え致します。 

3つ区切りがありますが、これは3つ含めた全体の使用料を2,600円と定めております。 

その算定としましては、今、残存価格等と固定資産税等の、残存価格より固定資産税を求めまして、そ

の固定資産額相当分をこの使用料として定めております。 

以上です。 

議長（小松孝年君） 

中島君。 

13番（中島一郎君） 

そしたら、あの一式を全体で2,600円で借用できるということでございますが。 

例えば、準公用機関とか、そして個人でも借用できるということですか。町内の方であれば。 

議長（小松孝年君） 

海洋森林課長。 

海洋森林課長（土居雄人君） 

お答え致します。 

これは一定、貸借契約を結んで、この使用を一定の機関等に管理を委ねるようになります。賃貸契約を

結んだ事業者等に払っていただくということになります。 

以上です。 

議長（小松孝年君） 

よろしいですか。 

（中島議員から「いや、個人でも借れるかどうかいうことをお聞きしたが。個人事業者の」との発言あ

り） 

答弁漏れです。 

海洋森林課長。 

海洋森林課長（土居雄人君） 
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個人で借るというよりは、その賃貸契約を結んだ事業者が払うということになりますので、一定賃貸契

約を結んだ場合には、個人から徴収するということはございません。 

以上です。 

（議場から何事か発言あり） 

議長（小松孝年君） 

海洋森林課長。 

海洋森林課長（土居雄人君） 

すいません。今の回答にちょっと矛盾があったようです。 

個人では借れないような状況になってます。 

以上です。 

議長（小松孝年君） 

山﨑君。 

4番（山﨑正男君） 

確認ですけれど、その個人いうのは駄目ということですかね。 

で、その契約者いうのは年間で契約というようなことになりますか。それとも、短期間でもかまんわけ

ですか。 

議長（小松孝年君） 

海洋森林課長。 

海洋森林課長（土居雄人君） 

借りるのは、基本的に1年ということになります。賃貸契約としては1年。 

以上です。 

議長（小松孝年君） 

ほかに質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第77号の質疑を終わります。 

次に、議案第78号、黒潮町立ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につ

いての質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第78号の質疑を終わります。 

次の、議案第79号、令和2年度黒潮町一般会計補正予算についての質疑は分割して行います。 

初めに、第1表歳入歳出予算補正の質疑を行います。 

初めに、歳入のうち、1款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、2款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 
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次に、歳入のうち、3款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、4款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、5款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、6款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、7款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、8款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、9款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、12款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、13款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、14款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、15款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、16款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、17款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 
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次に、歳入のうち、18款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、19款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、21款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、22款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで歳入全部の質疑を終わります。 

次に、歳出の質疑を行います。 

初めに、歳出のうち2款の質疑はありませんか。 

濱村君。 

7番（濱村美香君） 

ページ、34ページです。 

2款1項6目、企画費の所です。 

中段の所の、大方高校女子サッカー部指導等委託費が減額になっていますが、その主な理由があれば教

えてください。 

議長（小松孝年君） 

企画調整室長。 

企画調整室長（西村康浩君） 

濱村議員のご質問にお答え致します。 

この女子サッカーの指導者の減額につきましては、当初の見込んだ契約よりも安く契約ができたという

ことでの減額でございます。

以上です。 

議長（小松孝年君） 

濱村君。 

（企画調整室長より「申し訳ありません、ちょっと訂正」との発言あり） 

そしたら、訂正するそうです。 

企画調整室長。 

企画調整室長（西村康浩君） 

すいません、先ほどの訂正です。すいません、ちょっと間違っておりました。 

ここの12の委託料ですけれども、この減額につきましては、実際、当初の契約が県とそれから町と、両

方で持つということもございまして、実際契約したときに当初の契約金額を減額ということで県との調整

もありまして、で、結果的に減額ということでございます。 

以上です。 
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議長（小松孝年君） 

ほかに質疑はありませんか。 

宮地君。 

9番（宮地葉子君） 

今の 34 ページの委託料のとこですけど、女子高校サッカーの上の所に、公設塾運営業務委託が減額で

32万8,000円ありますよね。 

大きな金額じゃないですけど、これは精算の上、こういうふうになった。どういうふうな形で減額にな

ったんでしょうか。 

議長（小松孝年君） 

企画調整室長。 

企画調整室長（西村康浩君） 

それでは、宮地議員のご質問にお答え致します。 

これにつきましても、基本的には精査の中で、どうしてもコロナで回数が少し少なくなったということ

もございましての、実績に合わせた減額となっております。 

以上です。 

議長（小松孝年君） 

ほかに質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳出のうち、3款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳出のうち、4款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳出のうち、5款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳出のうち、6款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳出のうち、7款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳出のうち、8款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳出のうち、9款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 
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質疑なしと認めます。 

次に、歳出のうち、10款の質疑はありませんか。 

澳本君。 

10番（澳本哲也君） 

すいません、中学校の教育費の中で、中学費の中で。 

（議場から何事か発言あり） 

クラブ活動のサポートの費用があったと思うんですけども。なかったですかね。 

すいません、ちょっと間違えました。ごめんなさい。 

すいません、訂正します。 

議長（小松孝年君） 

ほかに質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳出のうち、11款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳出のうち、12款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、歳出全部の質疑を終わります。 

これで、第1表の質疑を終わります。 

次に、第2表、繰越明許費補正の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、第2表の質疑を終わります。 

次に、第3表、地方債補正の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、第3表の質疑を終わります。 

これで、議案第79号の質疑を終わります。 

次に、議案第80号、令和2年度黒潮町給与等集中処理特別会計補正予算についての質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第80号の質疑を終わります。 

次に、議案第81号、令和2年度黒潮町国民健康保険事業特別会計補正予算についての質疑はありません

か。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 
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これで、議案第81号の質疑を終わります。 

次に、議案第82号、令和2年度黒潮町国民健康保険直診特別会計補正予算についての質疑はありません

か。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第82号の質疑を終わります。 

次に、議案第83号、令和2年度黒潮町介護保険事業特別会計補正予算についての質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第83号の質疑を終わります。 

次に、議案第84号、令和2年度黒潮町介護サービス事業特別会計補正予算についての質疑はありません

か。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第84号の質疑を終わります。 

次の、議案第85号、令和3年度黒潮町一般会計予算についての質疑は分割して行います。 

初めに、第1表歳入歳出予算の質疑を行います。 

初めに、歳入のうち、1款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、2款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、3款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、4款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、5款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、6款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、7款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、8款の質疑はありませんか。 
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（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、9款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、10款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、11款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、12款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、13款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、14款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、15款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、16款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、17款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、18款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、19款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、20款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、21款の質疑はありませんか。 
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（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳入のうち、22款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、歳入全部の質疑を終わります。 

次に、歳出の質疑を行います。 

初めに、歳出のうち、2款の質疑はありませんか。 

濱村君。 

7番（濱村美香君） 

先ほどと続いて、同じ女子高校サッカー部の指導委託についてなんですが、58ページになります。 

6目の企画費、下段の方の12委託料の所の女子高校サッカー部指導料の所ですが、これは特定の個人に

対しての委託料なのか。それとも、複数名確保できると想定したものか、ということを教えてください。 

議長（小松孝年君） 

企画調整室長。 

企画調整室長（西村康浩君） 

濱村議員のご質問にお答え致します。 

この女子サッカーの指導委託につきましては、一般社団法人セレッソ大阪スポーツクラブの方と提携を

結ぼうというふうに考えてはおります。昨年に引き続きということでお願いしたいというふうに、今の時

点では考えております。 

基本的には、1名の方への委託料となる予定です。 

以上です。 

議長（小松孝年君） 

ほかに質疑はありませんか。 

宮地君。 

9番（宮地葉子君） 

56ページです。 

56 ページの財政管理費のとこですが、下の24節積立金のこの項の上から4つ目か、同対施設使用料調

整基金622万7,000円ありますが、これはどこの施設で、どのようなことのための基金なのか。これが一

つです。 

それから、次の 57 ページの企画費ですが、真ん中あたり、報酬のとこですけど。地域おこし協力隊が

1,249 万 6,000 円ついておりますが、これは何人の人を予定してるのか。それとも新規がここに入るんだ

ったら、新規は何人を予定しているんでしょうか。それが2つ目。 

それから次が、59ページです。 

59 ページ委託料ですが、59 ページの委託料の枠の真ん中下ですが、地域公共交通計画作成委託が 441

万1,000円あります。これは公共交通を計画することを委託するんですが、どのような内容になるのか。 

そして、これは1年間で仕上げていって、次のステップに入るものなんでしょうか。 

これ、お聞きします。 

議長（小松孝年君） 
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総務課長。 

総務課長（宮川茂俊君） 

宮地議員の質問にお答えします。 

まず、56ページの下段になります、5目の財政管理費の積立金の同対施設使用料調整基金という所です。 

対象となる施設が、畜産施設、菌茸共同施設、じぃんず工房、ファクトリーコスモなどの、同和対策施

設の使用料となります。それの積み立てが622万7,000円の計上をしております。 

以上でございます。 

議長（小松孝年君） 

企画調整室長。 

企画調整室長（西村康浩君） 

宮地議員のご質問にお答えします。 

まず、1点目の協力隊の予算のことですけれども、令和3年度につきましては6名分を予定しておりま

す。 

そのうち、今現在4名の方が来てくれておりますので、4名が継続となろうかと思います。2名は、新た

に募集ということになります。 

続きまして、公共交通計画につきましてはこの内容ということですけれども、法改正がございまして、

国の。この計画を立てるような努力義務ということになりました。それに合わせまして計画を立てるもの

でございまして、1 年間をかけて地域の方の意見を聞かせていただき、委託の中でそれを集約し、新たな

交通路線の計画を立てていくということになっております。 

以上です。 

議長（小松孝年君） 

宮地君。 

9番（宮地葉子君） 

今の地域公共交通のとこですけど。 

どこに委託するんでしたかね。決まってましたかね。 

議長（小松孝年君） 

企画調整室長。 

企画調整室長（西村康浩君） 

今現在では、決まっておりません。4月に入ってからとなります。 

以上です。 

議長（小松孝年君） 

ほかに質疑はありませんか。 

矢野昭三君。 

8番（矢野昭三君） 

57ページの企画費ですが、1節の報酬、移住相談員、地域おこし協力隊、集落支援員。これそれぞれ、

これは中身はどういうことをしていますか。 

それから、61ページのふるさと創生事業、減額750万5,000円ですか。これ、どうしてですか。 

議長（小松孝年君） 

企画調整室長。 
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企画調整室長（西村康浩君） 

矢野議員のご質問にお答え致します。 

まず、移住相談員の方は、移住業務に携わる職員となっております。空き家バンク等の業務に携わって

いただいております。 

それから、地域おこし協力隊。これにつきましては各担当課の方で、例えば観光業務でありますとか移

住業務の約1名の方ということで、今、採用をさせていただいております。 

それから、集落支援員につきましては、令和3年度から各部集落活動センターの方に配置をしたいとい

うふうに考えておりまして、4名分予算計上させていただいております。 

以上です。 

議長（小松孝年君） 

藤本教育次長。 

教育次長（藤本浩之君） 

それでは矢野昭三議員の、ふるさと創生事業費の減額につきまして、お答えをさせていただきます。 

この減額につきましては、新型コロナウイルスの関係がございまして、ニュージーランドへの派遣事業、

中学生を派遣しておりますが、それの受け入れがもうできないということで相手校から連絡が入ってます

ので、その減額と。 

それから、ランドセルプロジェクトのトンガへの渡航費用。こちらも渡航できないということで、減額

を致しました。 

それが主なものでございます。 

議長（小松孝年君） 

矢野昭三君。 

8番（矢野昭三君） 

62ページの委託料、黒潮町公式ホームページ強化共同研究委託170万。 

これ、どういうことをしておりますか。 

議長（小松孝年君） 

企画調整室長。 

企画調整室長（西村康浩君） 

矢野議員のご質問にお答え致します。 

このホームページ強化共同研究委託というのは、これまでのホームページに加えましてウェブマガジン

といいまして、インターネット上でこちらの情報を発信するというものを新たにやっていきたい。そうい

うことに関しまして研究委託を高知大の方と行いたいと、今のところ予定しております。 

以上です。 

議長（小松孝年君） 

ほかに質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳出のうち、3款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 
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次に、歳出のうち、4款の質疑はありませんか。 

中島君。 

13番（中島一郎君） 

108ページの一番最後になります11の役務費、水道技術管理者資格取得講習手数料について質問を致し

ます。 

これは、水道法の第19条で、水道事業者、これ町長は水道の管理について技術の担当をすることでの、

これにおいてはですね、水道技術管理者1人を置かなければならないということが決められておりまして、

そのためのこの資格取得のための講習だと思いますが。 

そうであれば、これは水道関係ですので水道の特別会計の方へ予算するのが適当ではないかと思うこと

と。 

もう一つは、昨年度に1名の方が、多分この水道の資格取得のための講習を受講されていると思います

ので、また新たに1名の方をこの講習に参加さすのか。 

その2件についてお聞き致します。 

議長（小松孝年君） 

建設課長。 

建設課長（森田貞男君） 

それでは中島議員のご質問にお答えを致します。 

議員おっしゃられたとおり、水道法に基づいて水道事業者は水道管理について技術上の業務を担当させ

るこの水道技術管理者を1人置かなければなりません。 

本年度、1 名講習を受けまして、資格の方を取りました。ただし、職員の異動等になれば、また再度こ

ういう管理者が必要になってきますので、複数設置をしていきたいということで来年度も1名。学科の方

が大阪市の方になりますけど。技術の方が、実務の方は高知市で研修ということで、来年度も1名参加さ

せたいと。 

この研修につきましては、議員おっしゃられたとおり水道の予算の方でということもありましたけど、

職員の研修という幅広い意味に取ってですね、こちらの方で計上させていただいております。 

以上です。 

議長（小松孝年君） 

ほかに質疑はありませんか。4款。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳出のうち、5款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳出のうち、6款の質疑はありませんか。 

池内君。 

12番（池内弘道君） 

ページが119ページになります。 

中段から下の地域集積協力金336万とありますが、この内容と、どういう事業ながかということが一つ。 

そして、それから3つボチの下で、新品目・新品種挑戦支援事業費補助金というのが479万7,000円あ
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りますが、品目等、地域等が分かれば、詳しく教えていただきたいと思います。 

最後に、今の下の地域営農支援事業費補助金としてますが、これの事業の内容と場所が分かれば、お願

い致します。 

議長（小松孝年君） 

農業振興課長。 

農業振興課長（川村雅志君） 

池内議員のご質問にお答えします。 

地域集積協力金、これは市野瀬地区で計画をしている圃場（ほじょう）整備に対して、農地の中間管理

権を設定することにより地域に支払うものでございます。 

続きまして、新品目・新品種挑戦支援事業補助金ですが、これは新しい品目に挑戦する農業者の支援を

行い、リスク軽減に図る支援策です。種苗費とか栽培経費への補助を考えております。 

最後の方で、地域営農支援事業費補助金ですが、これは地域農業の維持活性化に向けて集落営農組織等

を育成するため、農業生産の共同活動等の取り組みに対して支援するもので、3年度は、出口の営農組織、

佐賀橘川営農組合、小川あぐり、黒潮町農業公社の方に支援するような格好に予定しています。 

以上です。 

議長（小松孝年君） 

ほかに質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳出のうち、7款の質疑はありませんか。 

中島君。 

13番（中島一郎君） 

136ページの委託の件ですが、上から3つ目に観光振興事業業務委託926万 5,000円、そして下段の、

下から4番目に黒潮町観光推進業務委託1,064万9,000円が計上されております。 

さかのぼって大変すいませんが、これ70ページにも、2、1、14の12の委託。これは新型コロナウイル

ス感染症対策費として、同じような予算化がされております。 

この観光推進事業費委託を見てみますと、これはNPO砂浜美術館に委託をしているものだと思いますが、

この926万5,000円と70ページの788万2,000円を足しますと1,714万7,000円。そして、黒潮町観光推

進事業委託、これは黒潮観光ネットワークに委託をしていると思いますが、この1,064万9,000円と、70

ページの1,780万2,000円を足しますと2,845万1,000円の委託費が計上をされているようになっており

ます。 

これはコロナ対策と観光費で予算が計上されているわけですけれども、この委託の業務内容が異なるも

のなのか。 

そして、大まかで構いませんので、この業務の内容について説明をお願いしたい。従来より倍以上の予

算になっていると思いますので。 

その点、よろしくお願い致します。 

議長（小松孝年君） 

産業推進室長。 

産業推進室長（門田政史君） 
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それでは中島議員のご質問にお答えを致します。 

議員のおっしゃるように、2款と7款の分け方というのは、コロナ対策を2款で計上しておりまして、7

款では一般対策ということになっております。 

まず、1 つ目の観光振興事業業務委託ですけれども、内容と致しましては例年開催しております T シャ

ツアート展でありますとかシーサイドギャラリー、そういったものの予算になっておりまして、7 款の方

ではそれの通常の業務の委託になっておりますが、2 款の方で、そのイベントを行うに当たってコロナ対

策を行う必要がございます。そういったことの費用を2款の方で計上をしておるところでございます。 

そして、もう一つの黒潮町観光振興業務委託、こちらもコロナ対策と一般対策を分けて計上しておりま

す。 

コロナ対策の方では、観光事業を推進するために宿泊者が販売する旅行プラン、そういったものに予約

をしていただいた場合に体験のクーポン券、そういったものを配布したりでありますとか、インターネッ

ト上で旅行取引を行うOTAといわれる仕組みがございますけれども、そちらに加入する場合の支援金、そ

ういったことを2款の方で計上をしております。 

7 款の方におきましては、観光ネットワーク、その事務局員であったり運営費、そういったものを計上

をしておるところでございます。 

以上でございます。 

議長（小松孝年君） 

ほかに質疑はありませんか。7款。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳出のうち、8款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳出のうち、9款の質疑はありませんか。 

濱村君。 

7番（濱村美香君） 

ページは155ページです。 

4 目防災費、12 節の委託料、中ほどの所です。155 ページ中ほどの職員防災訓練構築支援委託とありま

すが、それはどのような取り組みでしょうか。 

議長（小松孝年君） 

情報防災課長。 

情報防災課長（德廣誠司君） 

濱村議員のご質問にお答えしたいと思います。 

この職員防災訓練構築支援委託というのは、これまでの間、職員の防災に対する対応訓練等を行ってき

ました。それに関して、それぞれの部署で単発的な訓練ということが多くありましたけども、実際、事に

当たることになると継続的に、統計だった時間軸でやるといったことも必要かというところがあります。

そうしたところで、これまでの間、被災地等の意見も伺いながら状況等を把握してきたところです。 

そういったところを来年度以降、何カ年計画かで積み上げした訓練を構築していきたいということで、

この予算を計上しているものでございます。 
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以上でございます。 

議長（小松孝年君） 

9款、ほかに。 

宮地君。 

9番（宮地葉子君） 

今の155ページの委託料のとこですけど、委託料の一番上に防災まちづくりプロジェクト業務委託とあ

りますけど、防災まちづくりプロジェクトというのは大体どういうものなんでしょうか。 

議長（小松孝年君） 

情報防災課長。 

情報防災課長（德廣誠司君） 

宮地議員の質問にお答えしたいと思います。 

この防災まちづくりプロジェクト業務委託というのは、これまでの間、黒潮町の中で人材を育てていく。

これからの防災に関してどういった形でいくか、地区の中でそういったことも見つけていかなくてはなら

ないといったところで、一昨年度にはPTAを中心として、そういった今後の黒潮町のことの防災を考えて

いく上での地域の方との打ち合わせ等をしてまいりました。 

片田先生を中心として、そういったところをやっていているところの中で、それプラス、土砂災害であ

ったりとかそういったところを一括して委託する、そういった費用となっております。 

以上でございます。 

議長（小松孝年君） 

ほかに質疑はありませんか。9款です。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳出のうち、10款の質疑はありませんか。 

澳本君。 

10番（澳本哲也君） 

163ページ、14節工事請負費の、子ども見守りカメラ設置工事169万9,000円。場所はどこかというこ

とと。 

もう一点、170ページ、2目教育振興費の中の報酬です。部活指導員148万4,000円。今現在子どもが少

なくなって、また、私立中学校とか県の中学校へ行っているんですけども、ますます子どもは部活動はな

かなかやりづらくなってきていると思います。 

どういったクラブにこういうふうな指導費が要るのか、というのをお願いします。 

議長（小松孝年君） 

藤本教育次長。 

教育次長（藤本浩之君） 

それでは澳本議員のご質問にお答え致します。 

まず、子ども見守りカメラの設置場所でございますが、2カ所設置を予定をしております。 

その場所につきましては、大方中学校前と、それから佐賀交流センターみらい前に予定をしております。 

続きまして、中学校の部活指導員の部分の予定でございますが、今、佐賀中学校はサッカー部、そして

大方中学校は野球部の方の部活指導を行っていただいてます。 
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そのお二人分ということで、計上させていただいております。 

以上でございます。 

議長（小松孝年君） 

ほかに、10款、質疑はありませんか。 

濱村君。 

7番（濱村美香君） 

168ページです。 

教育振興費の所の19節扶助費の所、一番上の所ですけども、要・準要保護児童援助費というのは、具体

的にどのような費用となっていますでしょうか。 

議長（小松孝年君） 

藤本教育次長。 

教育次長（藤本浩之君） 

それでは濱村議員のご質問にお答え致します。 

要・準要保護児童の援助費の内容につきましては、学用品とか、それから通学用品、修学旅行、給食費、

医療費、それから新入学児童の皆さんへの事前に学用品として用意するための費用として、1 年生と新 1

年生と、それから中学校に進学する6年生の皆さんへの学用品費などでございます。 

議長（小松孝年君） 

ほかに質疑はありませんか。10款。 

矢野昭三君。 

8番（矢野昭三君） 

177ページの文化振興費ですが、1の報酬14万3,000円ですね。 

これは中身、報酬ですので委員の数と、何回いいますかどういう、その中身に対する報酬になりますか。 

議長（小松孝年君） 

藤本教育次長。 

教育次長（藤本浩之君） 

それでは矢野議員にお答え致します。 

この文化財の保護審議会委員の報酬につきましては6人分を予定しておりまして、それで年2回、委員

会を開いております。その2回分の費用でございます。 

内容につきましては、黒潮町内にあります指定文化財の保護に関する協議を行っております。 

議長（小松孝年君） 

ほかに、10款の質疑はありませんか。 

宮地君。 

9番（宮地葉子君） 

今の177ページ、下段から2段目ですけど報償費ですが、発掘調査員が20万2,000円ついてますよね。 

これ、何か発掘の、今年度計画があるとかそんなんでしょうか。それとも、あったら困るから取ってる

予算になるんでしょうか。 

議長（小松孝年君） 

藤本教育次長。 

教育次長（藤本浩之君） 
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それでは宮地議員のご質問にお答え致します。 

この発掘調査員につきましては、今年行いました加持の発掘調査、あれは試掘でございまして、今度、

本掘ということで本格的な作業をはめたいと思いますので、それにかかわります調査員の報償費でござい

ます。 

以上です。 

議長（小松孝年君） 

宮地君。 

9番（宮地葉子君） 

すいません、それどこになるんですかね。 

分かりますかね。 

議長（小松孝年君） 

藤本教育次長。 

教育次長（藤本浩之君） 

それでは宮地議員のご質問にお答え致します。 

場所は、加持本村の、今度圃場（ほじょう）整備を行う予定の所と、それから田村地区の圃場（ほじょ

う）整備を行う予定の所を、その圃場（ほじょう）整備を行う前段として本掘作業を行う予定です。 

以上です。 

議長（小松孝年君） 

よろしいですかね。 

ほかに、10款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳出のうち、11款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳出のうち、12款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

次に、歳出のうち、13款の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、歳出全部の質疑を終わります。 

これで、第1表の質疑を終わります。 

次に、第2表、債務負担行為の質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、第2表の質疑を終わります。 

次に、第3表、地方債の質疑を行います。 

質疑はありませんか。 
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（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、第3表の質疑を終わります。 

これで、議案第85号の質疑を終わります。 

次に、議案第86号、令和3年度黒潮町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算についての質疑はありませ

んか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第86号の質疑を終わります。 

次に、議案第87号、令和3年度黒潮町宮川奨学資金特別会計予算についての質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第87号の質疑を終わります。 

次に、議案第88号、令和3年度黒潮町給与等集中処理特別会計予算についての質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第88号の質疑を終わります。 

次に、議案第89号、令和3年度黒潮町国民健康保険事業特別会計予算についての質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第89号の質疑を終わります。 

次に、議案第90号、令和3年度黒潮町後期高齢者医療保険事業特別会計予算についての質疑はありませ

んか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第90号の質疑を終わります。 

次に、議案第91号、令和3年度黒潮町国民健康保険直診特別会計予算についての質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第91号の質疑を終わります。 

次に、議案第92号、令和3年度黒潮町介護保険事業特別会計予算についての質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第92号の質疑を終わります。 

次に、議案第93号、令和3年度黒潮町介護サービス事業特別会計予算についての質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第93号の質疑を終わります。 

次に、議案第94号、令和3年度黒潮町農業集落排水事業特別会計予算についての質疑はありませんか。 
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（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第94号の質疑を終わります。 

次に、議案第95号、令和3年度黒潮町漁業集落排水事業特別会計予算についての質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第95号の質疑を終わります。 

次に、議案第96号、令和3年度黒潮町情報センター事業特別会計予算についての質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第96号の質疑を終わります。 

次に、議案第97号、令和3年度黒潮町水道事業特別会計予算についての質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第97号の質疑を終わります。 

次に、議案第98号、町道の路線認定についての質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第98号の質疑を終わります。 

次に、議案第99号、黒潮町特別養護老人ホーム「かしま荘」に係る指定管理者の指定についての質疑は

ありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第99号の質疑を終わります。 

次に、議案第100号、黒潮町デイ・サービスセンター「鹿島ヶ浦」に係る指定管理者の指定についての

質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第100号の質疑を終わります。 

次に、議案第101号、黒潮町デイ・サービスセンター「こぶし」に係る指定管理者の指定についての質

疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第101号の質疑を終わります。 

次に、議案第102号、大方あかつき館、黒潮町立大方図書館及び黒潮町立佐賀図書館に係る指定管理者

の指定についての質疑はありませんか。 

宮地君。 

9番（宮地葉子君） 

これは公募による指定管理者の指定ですが、大変、公募によるということは公平で、私はこれいいと思
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うんですね。しなきゃならないと思うんです、いろんな指定管理者は。 

それで公募方法ですけど、ちょっと全然気が付かなくて分からなかったんですけど、どういうふうな形

で。どこそこへ載せたとか、いろいろあると思うんですけど、公募方法は。 

簡単でいいですけど、お願いします。 

議長（小松孝年君） 

藤本教育次長。 

教育次長（藤本浩之君） 

この指定管理につきましては、ホームページの方に掲載をさせていただきました。 

あと、それから告知端末放送の方でも放送させていただきまして、町内に周知をさせていただきました。 

以上でございます。 

議長（小松孝年君） 

ほかに質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第102号の質疑を終わります。 

次に、議案第103号、黒潮町林業総合センターに係る指定管理者の指定についての質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第103号の質疑を終わります。 

次に、議案第104号、黒潮町立漁村センター及びホエールウォッチングセンターに係る指定管理者の指

定についての質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第104号の質疑を終わります。 

次に、議案第105号、黒潮町立漁船漁業用作業保管施設に係る指定管理者の指定についての質疑はあり

ませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第105号の質疑を終わります。 

次に、議案第106号、黒潮町カツオのタタキづくり体験等交流施設に係る指定管理者の指定についての

質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第106号の質疑を終わります。 

次に、議案第107号、黒潮町水産加工施設に係る指定管理者の指定についての質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第107号の質疑を終わります。 

次に、議案第108号、黒潮町建設計画の変更についての質疑はありませんか。 
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（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで、議案第108号の質疑を終わります。 

これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっております議案第71号から108号までは、お手元にお配りしております委員会付託表

のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託します。 

以上で、本日の日程は全て終了しました。 

本日は、これで散会します。 

散会時間  10時 00分 


